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は
じ
め
に

　

陸
上
自
衛
隊
は
5
月
24
日
、
予
備
自
衛
官
の
制
度
開
始
70
年
記
念
行

事
と
し
て
予
備
自
衛
官
等
へ
の
講
話
な
ど
を
防
衛
省
で
行
っ
た
。
自
衛

隊
は
有
事
な
ど
の
際
、
事
態
の
推
移
に
応
じ
、
必
要
な
自
衛
官
の
所
要

数
を
早
急
に
満
た
す
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
予
備
自
衛
官
、
即
応
予

備
自
衛
官
及
び
予
備
自
衛
官
補
の
三
つ
の
制
度
を
設
け
て
い
る
が
、
定

員
割
れ
が
常
態
化
し
て
い
る
と
い
う
。

　

本
コ
ラ
ム
1
・
2
月
号
に
現
職
自
衛
官
の
実
員
不
足
の
現
状
と
対
策

に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
今
回
予
備
自
衛
官
等
の
定
員
割
れ
の
問
題
も
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
従
来
の
自
衛
官
の
人
事
制
度
の
延
長
線
で

は
、
有
事
、
早
急
に
必
要
な
自
衛
官
の
所
要
数
を
満
た
せ
ず
、
自
衛
隊

の
組
織
は
崩
壊
し
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る
。
1
・

2
月
号
の
主
張
と
重
複
す
る
が
、
自
衛
隊
の
人
事
制
度
の
抜
本
的
な
改

正
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
識
し
て
い
る
。

予
備
自
衛
官
制
度
の
現
状
と
課
題

　

予
備
自
衛
官
制
度
は
昭
和
29
年
度
か
ら
、
一
般
企
業
で
働
き
な
が
ら

現
役
の
戦
力
を
担
え
る
よ
う
に
開
始
さ
れ
た
が
、
平
成
11
年
以
降
は
定

員
割
れ
が
常
態
化
し
、
13
年
度
に
は
一
般
市
民
に
門
戸
を
広
げ
る
「
予
備

自
衛
官
補
」
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
令
和
4
年
度
は
定
員
4
万
7
9
0
0

人
に
対
す
る
実
数
は
3
万
3
3
5
2
人
と
い
う
。
過
去
15
年
間
は
充
足

率
が
約
7
割
前
後
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
定
数
も
あ
ま
り
根

拠
が
な
く
、
例
年
規
模
の
現
員
と
ほ
ぼ
同
じ
予
算
の
範
囲
で
定
め
た
も

の
で
あ
り
、
理
想
と
は
程
遠
い
数
字
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
予
備
自
衛
官

等
の
大
半
が
陸
上
自
衛
隊
に
属
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
不
足
は
陸
上
自

衛
隊
の
継
戦
能
力
・
強
靭
性
の
確
保
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。

　

予
備
自
衛
官
は
平
時
一
般
社
会
で
生
活
し
、
防
衛
招
集
、
国
民
保
護

等
招
集
、
災
害
招
集
な
ど
の
命
令
を
受
け
自
衛
官
と
な
り
、
後
方
支
援
、

駐
屯
地
警
備
な
ど
の
要
員
と
し
て
任
務
に
つ
く
。
即
応
予
備
自
衛
官
は
、

防
衛
招
集
な
ど
を
受
け
て
自
衛
官
と
な
り
、
第
一
線
部
隊
の
一
員
と
し

て
、
現
職
自
衛
官
と
と
も
に
任
務
に
つ
く
。
ま
た
、
予
備
自
衛
官
補
は

自
衛
隊
未
経
験
者
な
ど
か
ら
採
用
さ
れ
、
一
般
職
は
一
定
の
期
間
教
育

訓
練
を
終
了
し
た
後
、
予
備
自
衛
官
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
予
備
自
衛

官
等
は
、
平
素
は
民
間
企
業
な
ど
で
働
い
て
お
り
、
招
集
の
際
企
業
の

理
解
と
協
力
は
不
可
欠
な
こ
と
か
ら
、「
即
応
予
備
自
衛
官
雇
用
企
業
給

付
金
」
や
雇
用
企
業
協
力
確
保
給
付
金
」
制
度
な
ど
を
設
け
、
そ
の
確

保
に
努
め
て
き
た
。
更
に
、
予
備
自
衛
官
補
の
技
能
区
分
や
年
齢
制
限

な
ど
も
拡
大
し
て
お
り
、
防
衛
省
と
し
て
も
相
当
な
確
保
策
を
進
め
る

が
、
慢
性
的
な
定
員
割
れ
が
継
続
し
て
お
り
、
従
来
の
延
長
線
上
の
施

策
で
は
こ
れ
以
上
の
増
加
に
は
限
界
が
あ
る
。

　

志
願
制
の
日
本
に
お
い
て
は
、
最
小
限
武
器
使
用
な
ど
に
精
通
し
て

い
る
人
材
で
な
け
れ
ば
、
有
事
、
自
衛
官
に
任
用
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、

予
備
自
衛
官
補
の
制
度
は
継
続
発
展
す
べ
き
だ
が
、
急
な
所
要
が
生
起

　

自
衛
隊
の
人
事
制
度
の
抜
本
的
な
改
正
を
図
れ
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し
た
場
合
間
に
合
わ
ず
、
定
年
退
官
者
を
含
め
退
職
し
た
自
衛
官
を
有

事
に
現
役
に
復
帰
さ
せ
る
制
度
を
確
立
し
て
お
く
べ
き
だ
。
そ
う
し
な

け
れ
ば
慢
性
的
な
予
備
自
衛
官
等
の
不
足
は
補
え
な
い
。

陸
上
自
衛
隊
の
課
題

　

陸
上
自
衛
隊
は
令
和
9
年
度
ま
で
に
、
南
西
地
域
の
防
衛
体
制
を
強

化
す
る
た
め
、
沖
縄
を
担
任
す
る
第
15
旅
団
を
増
強
し
師
団
に
改
編
す

る
。
ま
た
ス
タ
ン
ド
・
オ
フ
防
衛
能
力
を
強
化
す
る
た
め
長
射
程
誘
導

弾
部
隊
を
新
編
す
る
と
と
も
に
、
ス
タ
ン
ド
・
オ
フ
防
衛
能
力
、
サ
イ

バ
ー
領
域
の
更
な
る
能
力
の
強
化
に
必
要
な
増
員
所
要
を
確
保
す
る
た

め
、
即
応
予
備
自
衛
官
を
主
体
と
す
る
部
隊
を
廃
止
し
、
同
部
隊
所
属

の
常
備
自
衛
官
を
増
員
所
要
に
充
て
る
計
画
だ
。
即
応
予
備
自
衛
官
に

つ
い
て
は
補
充
要
員
と
し
て
管
理
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
自
衛
隊

サ
イ
バ
ー
防
衛
隊
等
の
大
幅
な
拡
充
や
統
合
運
用
体
制
強
化
の
要
員
確

保
の
た
め
、
陸
上
自
衛
隊
か
ら
約
2
0
0
0
名
の
常
備
自
衛
官
を
共
同

部
隊
、
海
・
空
自
衛
隊
に
振
り
替
え
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

陸
上
自
衛
隊
の
新
・
改
編
事
業
の
部
隊
組
織
は
重
層
で
な
い
窮
屈
な
も

の
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
現
場
の
部
隊
の
定
員
・
実
員
の
大
幅

な
増
強
は
急
務
で
あ
る
が
、
国
は
自
衛
隊
全
体
の
定
数
に
つ
い
て
は
変

更
せ
ず
に
計
画
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
特
に
実
員
に
つ
い
て
は

未
だ
に
定
数
と
は
約
1
万
4
千
人
の
乖
離
が
あ
る
。
ま
ず
こ
の
実
員
を

補
充
す
る
の
が
先
決
の
よ
う
だ
。

防
衛
省
の
人
的
基
盤
の
強
化

　

防
衛
省
と
し
て
、
人
的
基
盤
の
強
化
の
た
め
、
給
与
、
栄
典
・
礼
遇
、

再
就
職
支
援
等
の
処
遇
施
策
、
生
活
・
勤
務
環
境
の
改
善
、
予
備
自
衛

官
等
の
活
用
、
人
材
の
有
効
活
用
等
の
施
策
、
定
年
延
長
な
ど
も
実
行

で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
開
始
し
て
お
り
、
歓
迎
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は

従
来
の
延
長
で
あ
り
、自
衛
官
の
人
事
制
度
の
抜
本
的
な
改
正
で
は
な
い
。

　

1
・
2
月
号
で
も
述
べ
た
が
、
定
年
年
齢
で
は
な
く
米
国
の
よ
う
に

上
限
年
齢
と
し
、
旧
軍
の
よ
う
に
下
士
官
以
上
で
退
役
し
た
所
謂
、
曹

以
上
の
自
衛
官
の
身
分
を
、
例
え
ば
予
備
役
自
衛
官
、
後
備
役
自
衛
官

と
し
、
生
涯
自
衛
官
と
し
て
の
身
分
を
保
障
す
る
制
度
に
し
て
は
ど
う

か
。
有
事
や
大
災
害
時
に
は
予
備
役
か
ら
現
役
へ
、
後
備
役
か
ら
予
備

役
へ
の
復
帰
を
予
め
義
務
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

現
行
で
は
、
定
年
と
同
時
に
退
官
し
、
退
職
金
を
受
け
取
り
、
官
か

ら
離
れ
て
一
市
民
と
な
る
が
、
長
年
培
っ
た
キ
ャ
リ
ア
を
有
事
に
際
し
、

国
、
自
衛
隊
に
活
か
せ
る
道
は
な
い
か
。
少
子
化
の
時
代
、
現
役
、
予

備
役
、
後
備
役
な
ど
の
区
分
を
設
け
、
有
事
な
ど
の
任
務
を
義
務
化
し

て
国
、
自
衛
隊
に
生
涯
貢
献
で
き
る
制
度
が
必
要
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
代
わ
り
、
国
は
年
金
で
は
な
く
、「
恩
給
」
を
給
付
し
て
退
官

後
の
生
活
の
糧
は
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
旦
有
事
に
お
い
て

は
現
役
復
帰
、
予
備
役
復
帰
な
ど
の
義
務
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
制
度
を

確
立
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
、
今
や
る
べ
き
真
の
人
的
基
盤
の
確
保
と
言

え
よ
う
。
ま
た
自
衛
官
は
退
官
と
同
時
に
制
服
、
戦
闘
服
な
ど
を
全
て

返
納
し
、
階
級
も
肩
書
も
な
く
な
る
が
、
旧
軍
や
主
要
国
が
採
用
し
て

い
る
退
役
軍
人
の
よ
う
な
制
度
を
検
討
・
研
究
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
の
制
度
が
確
立
し
た
な
ら
ば
、
自
衛
官
に
対
す
る
国
民
の
評
価
は
確

実
に
上
が
り
、
結
果
と
し
て
自
衛
官
志
願
者
も
格
段
に
増
え
る
も
の
と

確
信
す
る
。




